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 はじめに  

安全な水道水を供給するため、水道法第20条で、水質検査の実施が義務づけられていま

す。また、水道法施行規則第15条で、水質検査計画を毎事業年度開始前に策定し、公表す

ることが規定されています。  

本市では、住民の皆さまに安全でおいしい水を飲んでいただくために、水源から浄水処理

を経て、各家庭等の給水栓(蛇口)に至るまで定期的にきめ細やかな水質検査を行い、水道水

の水質管理に努めています。 

水質検査計画とは、一年を通してこれらの検査を「どの場所で」「どのような項目について」

「どれくらいの頻度で」行うかなどの計画を表したものです。 

本市では、水質基準に適合した安全な水道水をお客様にお届けするため、水質検査計画

に基づき検査を実施し、その検査結果を本市ホームページで公表します。  

水質検査計画は過去の水質検査結果を踏まえ、以下の内容で作成しています。 
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１ 基本方針  

水道水の安全性・快適性を確保するために水源から給水栓(蛇口)までの水質検査を行い、継続

して監視することが必要かつ重要です。  

以上のことから基本方針は次のとおりとします。  

（１） 水道法で義務づけられている検査  

給水栓の水道水が水質基準に適合していることを確認するため、水道法に基づく毎日検

査、毎月検査、全項目検査（水質基準 51 項目）を行います。水道法施行規則及び厚生労働

省通知に基づき、検査地点、検査項目及び検査頻度を決めます。  

（２） 水質管理上必要な検査（独自で行う検査）  

原水、浄水及び給水栓水について、浄水処理及び配水管路システムが適切に機能してい

ることを確認するため、水質基準項目と水質管理目標設定項目（24 項目）のほか水質管理上

必要な項目について検査を行います。  

（３） 安全を確保するための水質監視 

 各水源（配水系統毎）及び各配水区管末において自動水質監視装置による 2４時間連続

測定による監視を行います。 

 

２ 水道施設の概要 

（１） 東部配水区 

高橋町にある東部浄水場から、配水ポンプにより配水される区域で、５箇所の取水井戸より、

１日約 6,500m3 取水し、本市東部の本町
ほんまち

地区を中心に配水されています。 

（２） 南部配水区 

新庄２丁目にある南部・北部浄水場から、配水ポンプにより配水される区域で、７箇所の取

水井戸及び石川県水道用水事業より、１日約 7,500m3 取水し、本市南部の富
と み

奥
お く

地区を中心

に配水されています。 

（３） 北部配水区 

新庄２丁目にある南部浄水場から、自然流下により配水される区域で、水源は南部配水区

と共有し、１日約 5,000m3 取水し、本市北部の御経塚
お き ょ う づ か

地区を中心に配水されています。 

 
表 1 施設概要 

浄水場 東部浄水場 南部・北部浄水場 

配水区 東部配水区 南部配水区 北部配水区 

原水の種類・数 深井戸 5 箇所 
深井戸 4 箇所 

県水道用水 
深井戸３箇所 

浄水方法 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 

管理上留意すべき

項目 

濁度・農薬・ 

化学物質 

濁度・農薬・ 

化学物質 

濁度・農薬・ 

化学物質 
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表 2 給水状況（令和 4 年度） 

項  目 内  容 
行政区域内人口（A） 57,765（人） 
給水人口（B） 57,210（人） 
給水栓数 20,119（件） 
普及率（Ｂ／Ａ） 99.0（％） 
年間配水量（Ｃ） 6,012（千㎥）  
年間有収水量（Ｄ） 5,920（千㎥） 
有収率（Ｄ／Ｃ） 98.5（％） 

 
３ 水道の原水及び浄水（給水栓水）の状況  

（１） 原水  

水源には浅井戸、県水道用水があります。 

① 第１号～第６号水源（東部浄水場） 

蒸発残留物、遊離炭酸がやや多いほかは安定しています。 

② 第７～第１３号水源（南部・北部浄水場） 

カルシウム・マグネシウム等、蒸発残留物及び遊離炭酸がやや多いほかは安定して

います。 

（２） 浄水（給水栓水）  

浄水の水質は、すべて水質基準に適合しており、安全です。過去 3 年間（令和 3～令和 5

年度）における給水栓での水質検査結果は別表１－１～１－３ (P７～９)のとおりです。数値は

過去 3 年間の最高値であり率は水質基準値に対する割合を示しています。  

① 東部配水区管末 

蒸発残留物、遊離炭酸がやや多いほかは安定しています。 

② 南部配水区管末 

カルシウム・マグネシウム等、蒸発残留物及び遊離炭酸がやや多いほかは安定して

います。 

③ 北部配水区管末 

カルシウム・マグネシウム等、蒸発残留物及び遊離炭酸がやや多いほかは安定して

います。 

 

４ 水質検査の項目、頻度、地点 

定期的な水質検査には、水道法で義務づけられている検査［下記(1)～(3)］と、水道水の安

全性を確保するために必要な検査及び試験［下記(２)～(５)］があります。 

野々市市が行う定期的な水質検査は表３のとおりです。具体的な検査地点は別図２  

（P13）に示します。 
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（１）毎日検査項目（1 日１回以上、浄水で３項目） 

各配水区の給水栓で、配水管末水質監視装置により色度、濁度及び消毒効果（残留塩素）

を 24 時間連続監視します。 

（２）毎月検査（月に 1 回、１０項目） 

原水、浄水（各配水区給水栓）で、水質を確認するために必要な一般細菌、大腸菌、味、

臭気、色度、濁度、鉄等の金属類９項目を基本に、水質管理上必要な項目を加え、検査 

を行います。 

（３）全項目試験（原水で１回／年、浄水で４回／年） 

原水、浄水（各配水区給水栓）で水質基準 51 項目に基づき検査を行います。原水で年に

１回、浄水で年に４回季節ごとの水質状況を把握します。 

（４）水質管理目標設定項目（原水、浄水で１回／年） 

水質検査に準じてその検出状況を把握し、水道水質管理上留意しなければならない項目

として目標値が定められており、検査を行います。 

（５）指標菌（クリプトスポリジウム）検査（原水で 4 回／年） 

病原性原虫であるクリプトスポリジウムの指標菌検査を、原水で年に 4 回検査を行います。 

（６）管理有用項目（原水で１回／年） 

水質基準には規定されていませんが、水道の安全性を確認するために原水で年に１回

独自で行います。 

 

表 3 野々市市 上下水道課が行う定期的な水質検査 

定
期
的

水
質
検
査 

水道法で義務付けられ

ている検査 

毎日検査：3 項目 

検査地点：給水栓 

色度、濁度、塩素 

別表 2-1 参照 

毎月検査：10 項目 

検査地点：各水源井、給水栓 
別表 2-1 参照 

水質基準項目：51 項目 

検査地点：給水栓 
別表 2-1 参照 

水質管理上必要な検査 

水質管理目標設定項目：24 項目 

検査地点：各水源井、給水栓 
別表 2-2 参照 

独自で行う項目：３項目 

検査地点：各水源井等 
別表 2-3 参照 

注）採水箇所は別図２参照 

 

５ 水質検査の方法 

（１） 水質検査の方法 

水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令に基づき告示された「水質基準に関

する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」により行います。 

なお、今年度の水質検査の委託先は下記の検査機関です。 

株式会社 北陸環境科学研究所金沢営業所 厚生労働省大臣登録機関第 162 号 



5 
 

（２） 検査委託の内容 

毎日検査項目については、本市上下水道課にて実施（自動計測機による各配水管末の 24

時間監視）し、それ以外の野々市市上水道事業で実施する定期及び臨時の水質検査におい

て別表２－１～２－３、及び別表３の項目で委託します。 

６ 臨時水質検査 

次のような異常があり、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合には、臨時の水

質検査を実施し、水道水の安全を確認します。 

① 水源の水質が著しく悪化したとき。 

② 水源に異常があったとき。 

③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行している 

とき。 

④ 供給過程において異常があったとき。 

配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき。 

⑤ その他必要があると認められるとき。 

 

７ 水質検査結果の評価 

検査の結果、基準値を超えていた場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水

質を確保するために必要な対策を講じます。また、必要に応じて検査頻度を増やして監視

を強化します。 

また、検査地点毎にその検査結果を統計的に従前のものや基準値等と比較し、次年度

検査計画における検査項目や検査頻度に反映します。 

 

８ 水質検査計画及び検査結果の公表の方法  

水質検査計画は、事業年度開始前に作成し、ホームページで公表します。  

水質検査計画により実施した給水栓水の水質検査結果は、年度ごとのデータをホームページ

で公表します。 
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図 1 水質検査計画の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 関係機関との連携 

水質汚染事故や水系統感染症の発症などがあったときは、国土交通省や環境省、石川県

生活環境部などの関係機関と情報交換するとともに、連携して迅速に対策を講じます。また、

受水先である石川県水道用水供給事業（石川県手取川水道事務所）とも連絡を密にし、水質

異常に即応できるよう体制を整えています。 

  

［野々市市上下水道課］ 

水質検査計画の策定 

検査の実施 
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⾒
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様 
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助言 

公表 

ご意⾒ 

公表 
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別表１－１　北部配水区管末での水質状況

番号
省略
不可

水質基準項目
基準値
R5年度

単位
①過去3年
(R3～R5)の

最高値

過去3年の
水質基準値

に対する割合
1 ◎ 一般細菌 100 個/ml以下 0 0.0%
2 ◎ 大腸菌 陰性であること 陰性
3 カドミウム及びその化合物 0.003 ㎎/L以下 0.0003未満
4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/L以下 0.00005未満
5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
8 六価クロム化合物 0.02 ㎎/L以下 0.001未満
9 ○ 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎/L以下 0.004未満

10 ◎ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
11 ○ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 ㎎/L以下 1.5 15.0%
12 フッ素及びその化合物 0.8 ㎎/L以下 0.05未満
13 ホウ素及びその化合物 1.0 ㎎/L以下 0.02 2.0%
14 四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下 0.0002未満
15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L以下 0.005未満

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 ㎎/L以下 0.0005未満

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下 0.0005未満
18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
20 ベンゼン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
21 ◎ 塩素酸 0.6 ㎎/L以下 0.06未満
22 ◎ クロロ酢酸 0.02 ㎎/L以下 0.002未満
23 ◎ クロロホルム 0.06 ㎎/L以下 0.0005未満
24 ◎ ジクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 0.003未満
25 ◎ ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎/L以下 0.0005未満
26 ◎ 臭素酸 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
27 ◎ 総トリハロメタン 0.1 ㎎/L以下 0.001未満
28 ◎ トリクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 0.003未満
29 ◎ ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎/L以下 0.0005未満
30 ◎ ブロモホルム 0.09 ㎎/L以下 0.0005未満
31 ◎ ホルムアルデヒド 0.08 ㎎/L以下 0.008未満
32 亜鉛及びその化合物 1.0 ㎎/L以下 0.005未満
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎/L以下 0.02未満
34 ○ 鉄及びその化合物 0.3 ㎎/L以下 0.03未満
35 銅及びその化合物 1.0 ㎎/L以下 0.007 0.7%
36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎/L以下 10 5.0%
37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎/L以下 0.001未満
38 ◎ 塩化物イオン 200 ㎎/L以下 11.2 5.6%
39 ○ カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 ㎎/L以下 120 40.0%
40 蒸発残留物 500 ㎎/L以下 229 45.8%
41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎/L以下 0.02未満
42 ジェオスミン 0.00001 ㎎/L以下 0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎/L以下 0.000001未満
44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎/L以下 0.002未満
45 フェノール類 0.005 ㎎/L以下 0.0005未満
46 ◎ 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) 3 ㎎/L以下 0.2 6.6%
47 ◎ pH値 5.8以上　8.6以下 7.3
48 ◎ 味 異常でないこと 異常なし
49 ◎ 臭気 異常でないこと 異常なし
50 ◎ 色度　（毎日） 5 度以下 0.5未満
51 ◎ 濁度　（毎日） 2 度以下 0.1未満

遊離残留塩素　（毎日） 0.1 ㎎/L以上
水温

・

・

・ ○は石川県の指導による省略不可項目。

・

・

青字は毎月一回以上の頻度で水質検査を実施する項目

◎は省略不可項目、＜朱書番号＞は省略可能項目であり、概ね３ヶ月に１回の頻度で水質検査を実施する項目。（水道法施行規則）

省略可能項目＜朱書番号＞については、過去３年間の水質検査結果において、水質基準値の1/5以上であるときは、概ね３ヶ月に１回の

頻度で水質検査を実施し、水質基準値の1/5未満であるときは、概ね１年に１回の頻度で水質検査を実施し、水質基準値の1/10未満であ

るときは、概ね3年に１回の頻度で水質検査を実施する。

省略可能項目については、過去の検査結果が水質基準値の1/2を超えたことがなく、原水、水源、その周辺の状況、薬品及び資機材等

の使用状況を十分考慮すれば水質検査を省略できる。また、水質検査を省略した項目は、概ね３年に１回の頻度で水質検査を行い、水

道水質の状況の変化がないことを定期的に確認する。
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別表１－２　南部配水区管末での水質状況

番号
省略
不可

水質基準項目
基準値
R5年度

単位
①過去3年
(R3～R5)の

最高値

過去3年の
水質基準値

に対する割合
1 ◎ 一般細菌 100 個/ml以下 0 0.0%
2 ◎ 大腸菌 陰性であること 陰性
3 カドミウム及びその化合物 0.003 ㎎/L以下 0.0003未満
4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/L以下 0.00005未満
5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
8 六価クロム化合物 0.02 ㎎/L以下 0.001未満
9 ○ 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎/L以下 0.004未満

10 ◎ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
11 ○ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 ㎎/L以下 1.19 11.9%
12 フッ素及びその化合物 0.8 ㎎/L以下 0.05未満
13 ホウ素及びその化合物 1 ㎎/L以下 0.03 3.0%
14 四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下 0.0002未満
15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L以下 0.005未満

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 ㎎/L以下 0.0005未満

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下 0.0005未満
18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
20 ベンゼン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
21 ◎ 塩素酸 0.6 ㎎/L以下 0.06未満
22 ◎ クロロ酢酸 0.02 ㎎/L以下 0.002未満
23 ◎ クロロホルム 0.06 ㎎/L以下 0.0053 8.8%
24 ◎ ジクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 0.003未満
25 ◎ ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎/L以下 0.0014 1.4%
26 ◎ 臭素酸 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
27 ◎ 総トリハロメタン 0.1 ㎎/L以下 0.009 9.0%
28 ◎ トリクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 0.004 13.3%
29 ◎ ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎/L以下 0.0023 7.6%
30 ◎ ブロモホルム 0.09 ㎎/L以下 0.0007 0.7%
31 ◎ ホルムアルデヒド 0.08 ㎎/L以下 0.008未満
32 亜鉛及びその化合物 1 ㎎/L以下 0.014 1.4%
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎/L以下 0.02 10.0%
34 ○ 鉄及びその化合物 0.3 ㎎/L以下 0.04 13.3%
35 銅及びその化合物 1 ㎎/L以下 0.007 0.7%
36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎/L以下 10 5.0%
37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎/L以下 0.001未満
38 ◎ 塩化物イオン 200 ㎎/L以下 10.8 5.4%
39 ○ カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 ㎎/L以下 116 38.6%
40 蒸発残留物 500 ㎎/L以下 178 35.6%
41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎/L以下 0.02未満
42 ジェオスミン 0.00001 ㎎/L以下 0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎/L以下 0.000001未満
44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎/L以下 0.002未満
45 フェノール類 0.005 ㎎/L以下 0.0005未満
46 ◎ 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) 3 ㎎/L以下 0.2 6.6%
47 ◎ pH値 5.8以上　8.6以下 7.2
48 ◎ 味 異常でないこと 異常なし
49 ◎ 臭気 異常でないこと 異常なし
50 ◎ 色度　（毎日） 5 度以下 0.5未満
51 ◎ 濁度　（毎日） 2 度以下 0.2

遊離残留塩素　（毎日） 0.1 ㎎/L以上
水温

・

・

・ ○は石川県の指導による省略不可項目。

・

・

青字は毎月一回以上の頻度で水質検査を実施する項目

◎は省略不可項目、＜朱書番号＞は省略可能項目であり、概ね３ヶ月に１回の頻度で水質検査を実施する項目。（水道法施行規則）

省略可能項目＜朱書番号＞については、過去３年間の水質検査結果において、水質基準値の1/5以上であるときは、概ね３ヶ月に１回の頻

度で水質検査を実施し、水質基準値の1/5未満であるときは、概ね１年に１回の頻度で水質検査を実施し、水質基準値の1/10未満であると

きは、概ね3年に１回の頻度で水質検査を実施する。

省略可能項目については、過去の検査結果が水質基準値の1/2を超えたことがなく、原水、水源、その周辺の状況、薬品及び資機材等の

使用状況を十分考慮すれば水質検査を省略できる。また、水質検査を省略した項目は、概ね３年に１回の頻度で水質検査を行い、水道水

質の状況の変化がないことを定期的に確認する。
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別表１－３　東部配水区管末での水質状況

番号
省略
不可

水質基準項目
基準値
R5年度

単位
①過去3年
(R3～R5)の

最高値

過去3年の
水質基準値

に対する割合
1 ◎ 一般細菌 100 個/ml以下 0 0.0%
2 ◎ 大腸菌 陰性であること 陰性
3 カドミウム及びその化合物 0.003 ㎎/L以下 0.0003未満
4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/L以下 0.00005未満
5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
8 六価クロム化合物 0.02 ㎎/L以下 0.001未満
9 ○ 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎/L以下 0.004未満

10 ◎ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
11 ○ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 ㎎/L以下 0.95 9.5%
12 フッ素及びその化合物 0.8 ㎎/L以下 0.05未満
13 ホウ素及びその化合物 1 ㎎/L以下 0.02未満
14 四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下 0.0002未満
15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L以下 0.005未満

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 ㎎/L以下 0.0005未満

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下 0.0005未満
18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
20 ベンゼン 0.01 ㎎/L以下 0.0005未満
21 ◎ 塩素酸 0.6 ㎎/L以下 0.07 11.6%
22 ◎ クロロ酢酸 0.02 ㎎/L以下 0.002未満
23 ◎ クロロホルム 0.06 ㎎/L以下 0.0005未満
24 ◎ ジクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 0.003未満
25 ◎ ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎/L以下 0.0005未満
26 ◎ 臭素酸 0.01 ㎎/L以下 0.001未満
27 ◎ 総トリハロメタン 0.1 ㎎/L以下 0.001未満
28 ◎ トリクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 0.003未満
29 ◎ ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎/L以下 0.0005未満
30 ◎ ブロモホルム 0.09 ㎎/L以下 0.0005未満
31 ◎ ホルムアルデヒド 0.08 ㎎/L以下 0.008未満
32 亜鉛及びその化合物 1 ㎎/L以下 0.009 0.9%
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎/L以下 0.02未満
34 ○ 鉄及びその化合物 0.3 ㎎/L以下 0.03未満
35 銅及びその化合物 1 ㎎/L以下 0.007 0.7%
36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎/L以下 13 6.5%
37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎/L以下 0.001未満
38 ◎ 塩化物イオン 200 ㎎/L以下 12.6 6.3%
39 ○ カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 ㎎/L以下 81 27.0%
40 蒸発残留物 500 ㎎/L以下 187 37.4%
41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎/L以下 0.02未満
42 ジェオスミン 0.00001 ㎎/L以下 0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎/L以下 0.000001未満
44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎/L以下 0.002未満
45 フェノール類 0.005 ㎎/L以下 0.0005未満
46 ◎ 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) 3 ㎎/L以下 0.3 10.0%
47 ◎ pH値 5.8以上　8.6以下 6.8
48 ◎ 味 異常でないこと 異常なし
49 ◎ 臭気 異常でないこと 異常なし
50 ◎ 色度　（毎日） 5 度以下 0.5未満
51 ◎ 濁度　（毎日） 2 度以下 0.2 10.0%

遊離残留塩素　（毎日） 0.1 ㎎/L以上
水温

・

・

・ ○は石川県の指導による省略不可項目。

・

・

青字は毎月一回以上の頻度で水質検査を実施する項目

◎は省略不可項目、＜朱書番号＞は省略可能項目であり、概ね３ヶ月に１回の頻度で水質検査を実施する項目。（水道法施行規則）

省略可能項目＜朱書番号＞については、過去３年間の水質検査結果において、水質基準値の1/5以上であるときは、概ね３ヶ月に１回の頻

度で水質検査を実施し、水質基準値の1/5未満であるときは、概ね１年に１回の頻度で水質検査を実施し、水質基準値の1/10未満であるとき

は、概ね3年に１回の頻度で水質検査を実施する。

省略可能項目については、過去の検査結果が水質基準値の1/2を超えたことがなく、原水、水源、その周辺の状況、薬品及び資機材等の使

用状況を十分考慮すれば水質検査を省略できる。また、水質検査を省略した項目は、概ね３年に１回の頻度で水質検査を行い、水道水質の

状況の変化がないことを定期的に確認する。
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別表２－１　水質基準５１項目の基準となる検査頻度

原水
（水源井）

浄水
北部配水区
（管末水栓）

浄水
南部配水区
（管末水栓）

浄水
東部配水区
（管末水栓）

1 ◎ 一般細菌 100 個/ml以下 12 12 12 12

2 ◎ 大腸菌 陰性であること 12 12 12 12

3 カドミウム及びその化合物 0.003 ㎎/L以下 1 1 1 1

4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/L以下 1 1 1 1

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 1 1 1 1

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 1 1 1 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 1 1 1 1

8 ◎ 六価クロム化合物 0.02 ㎎/L以下 1 1 1 1

9 ○ 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎/L以下 1 4 4 4 無機物

10 ◎ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 ㎎/L以下 1 4 4 4 消毒副生成物

11 ○ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 ㎎/L以下 1 4 4 4

12 フッ素及びその化合物 0.8 ㎎/L以下 1 1 1 1

13 ホウ素及びその化合物 1 ㎎/L以下 1 1 1 1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下 1 1 1 1

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L以下 1 1 1 1

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 ㎎/L以下 1 1 1 1

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下 1 1 1 1

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 1 1 1 1

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下 1 1 1 1

20 ベンゼン 0.01 ㎎/L以下 1 1 1 1

21 ◎ 塩素酸 0.6 ㎎/L以下 4 4 4

22 ◎ クロロ酢酸 0.02 ㎎/L以下 4 4 4

23 ◎ クロロホルム 0.06 ㎎/L以下 4 4 4

24 ◎ ジクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 4 4 4

25 ◎ ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎/L以下 4 4 4

26 ◎ 臭素酸 0.01 ㎎/L以下 4 4 4

27 ◎ 総トリハロメタン 0.1 ㎎/L以下 4 4 4

28 ◎ トリクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下 4 4 4

29 ◎ ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎/L以下 4 4 4

30 ◎ ブロモホルム 0.09 ㎎/L以下 4 4 4

31 ◎ ホルムアルデヒド 0.08 ㎎/L以下 4 4 4

32 亜鉛及びその化合物 1 ㎎/L以下 1 1 1 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎/L以下 1 1 1 1

34 ○ 鉄及びその化合物 0.3 ㎎/L以下 12 12 12 12

35 銅及びその化合物 1 ㎎/L以下 1 1 1 1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎/L以下 1 1 1 1 無機物

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎/L以下 1 1 1 1 金属類

38 ◎ 塩化物イオン 200 ㎎/L以下 12 12 12 12 その他

39 ○ カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 ㎎/L以下 12 12 12 12

40 蒸発残留物 500 ㎎/L以下 1 4 4 4

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎/L以下 1 1 1 1

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎/L以下 1 1 1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎/L以下 1 1 1

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎/L以下 1 1 1 1

45 フェノール類 0.005 ㎎/L以下 1 1 1 1

46 ◎ 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) 3 ㎎/L以下 12 12 12 12 味覚

47 ◎ pH値 5.8以上　8.6以下 12 12 12 12

48 ◎ 味 異常でないこと 12 12 12

49 ◎ 臭気 異常でないこと 12 12 12 12

50 ◎ 色度　（毎日） 5 度以下 12 365 365 365

51 ◎ 濁度　（毎日） 2 度以下 12 365 365 365

遊離残留塩素　（毎日） 365 365 365 水道法施工規則

水温 12 12 12 12

・
・
・
・

・

・

省略可能項目については、過去の検査結果が水質基準値の1/2を超えたことがなく、原水、水源、その周辺の状況、薬品及び資機材等の使用状況を十分考
慮すれば水質検査を省略できる。また、水質検査を省略した項目は、概ね３年に１回の頻度で水質検査を行い、水道水質の状況の変化がないことを定期的に
確認する。

を実施し、水質基準値の1/5未満であるときは、概ね１年に１回の頻度で水質検査を実施し、水質基準値の1/10未満であるときは、概ね3年に１回の頻度で

原水の検査は、21番～31番（消毒副生成物）と42番、43番、48番を除いた3７項目を１年に１回実施する。

有機物

青字は毎月一回以上の頻度で水質検査を実施する項目
◎は省略不可項目、＜朱書番号＞は省略可能項目であり、概ね３ヶ月に１回の頻度で水質検査を実施する項目。（水道法施行規則）

基礎的性状

省略可能項目＜朱書番号＞については、過去３年間の水質検査結果において、水質基準値の1/5以上であるときは、概ね３ヶ月に１回の頻度で水質検査

○は石川県の指導による省略不可項目。

水質検査を実施する。

番号
省略
不可

水質基準項目
基準値
R3年度

単位

金属類

無機物

消
毒
に
よ
る
副
生
物
で
あ
り
原
水
で
は

検
査
を
し
な
い

備　　考

病原性微生物

金属類

無機物

有機物

消毒副生成物

検査回数（回/年）

健

康

に

関

す

る

項

目

性

状

に

関

す

る

項

目
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別表２－２　水質管理目標設定項目の検査頻度

原水
(各水源井）

浄水
各配水区

（管末水栓）

1 アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎/L以下 1 -

2 ウラン及びその化合物 0.002 ㎎/L以下 1 -

3 ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎/L以下 1 1

4 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 ㎎/L以下 1 -

5 トルエン 0.4 ㎎/L以下 1 -

6 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.1 ㎎/L以下 1 -

7 亜塩素酸 0.6 ㎎/L以下 - -

8 二酸化塩素 0.6 ㎎/L以下 - -

9 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01 ㎎/L以下 - 1

10 抱水クロラール 0.02 ㎎/L以下 - 1

11 農薬類
検出値と目標値の

比の和として、1以下
別表３ - 農薬類

12 残留塩素 1 ㎎/L以下 - 1 消毒剤・消毒副生成物

13 ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬度) 10 ㎎/L以下 1 1 無機物

14 マンガン及びその化合物 0.01 ㎎/L以下 1 - 金属類

15 遊離炭酸 20 ㎎/L以下 1 1 無機物

16 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3 ㎎/L以下 1 -

17 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE) 0.02 ㎎/L以下 1 -

18 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ 酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3 ㎎/L以下 1 1

19 臭気強度(TON) 3 以下 1 1

20 蒸発残留物 30以上200以下 ㎎/L 1 1 無機物

21 濁度 1 度以下 1 1

22 ｐＨ値 7.5 程度 1 1

23 腐食性 (ランゲリア指数) -1以上極力0 1 1

24 従属栄養細菌 2000 個/1ｍｌ以下 1 1 微生物

25 1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎/L以下 1 - 有機物

26 アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎/L以下 1 1 金属類

27
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）

0.00005
mg/L以下

（暫定）
1

（1,2,4,5号水源のみ）
- 有機物

・

別表２－３　管理有用項目（原水の汚染の程度を表す項目）の検査頻度

検査回数（回/年）

原水
(各水源井）

1 浸食性遊離炭酸 20 ㎎/L以下 1

2 大腸菌（E．Coli） 陰性であること 陰性・陽性 4

3 嫌気性芽胞菌 陰性であること 陰性・陽性 4

その他

その他

備　　考番号 水質基準項目 目標値 単位

検査回数（回/年）

金属類

有機物

消毒剤・消毒副生成物

有機物

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）については、全水源を１回ずつ３か年で実施予定（４箇所/年）

番号 水質基準項目 参考値 単位 備　　考
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別表３　農薬類（水質管理目標設定項目）の検査頻度

検査回数（回/年）

原水
（水源井）

1 2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ） 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

2 MCPA 0.00005 ㎎/L以下 1 除草

3 アラクロール 0.0003 ㎎/L以下 1 除草

4 エトフェンプロックス 0.0008 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

5 オキサジクロメホン 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

6 カルタップ 0.003 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

7 キノクラミン（ＡＣＮ） 0.00005 ㎎/L以下 1 除草

8 グリサホート 0.02 ㎎/L以下 1 除草

9 グルホシネート 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

10 クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.0005 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

11 ジウロン（ＤＣＭＵ） 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

12 ジクロベニル（ＤＢＮ） 0.0003 ㎎/L以下 1 除草

13 ジクワット 0.00005 ㎎/L以下 1 除草

14 シハロホップブチル 0.00006 ㎎/L以下 1 除草

15 ジメタメトリン 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

16 ダイムロン 0.008 ㎎/L以下 1 除草

17 チウラム 0.0002 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

18 チオファネートメチル 0.003 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

19 チオベンカルブ 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

20 テフリルトリオン 0.00002 ㎎/L以下 1 除草

21 トリシクラゾール 0.001 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

22 パラコート 0.00005 ㎎/L以下 1 除草

23 ピラクロニル 0.0001 ㎎/L以下 1 除草

24 ピラゾリネート（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ） 0.0002 ㎎/L以下 1 除草

25 フェニトロチオン（MEP) 0.0001 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

26 フェリムゾン 0.0005 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

27 フサライド 0.001 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

28 プレチラクロール 0.0005 ㎎/L以下 1 除草

29 プロベナゾール 0.0005 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

30 ベノミル 0.0002 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

31 ペンシクロン 0.001 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

32 ベンゾビシクロン 0.0009 ㎎/L以下 1 除草

33 ベンタゾン 0.002 ㎎/L以下 1 除草

34 ペンディメタリン 0.003 ㎎/L以下 1 除草

35 メタラキシル 0.0006 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

36 メトミノストロビン 0.0004 ㎎/L以下 1 殺虫・殺菌

・ 農薬類の検査項目については、白山石川営農推進協議会「営農のてびき」に基づき、使用される農薬類の項目とする。

・ 検査時期については「除草剤」及び「殺虫・殺菌剤」の検出されやすい時期とする。

・ 「除草剤」に該当する項目は７月に検査を行う。

・ 「殺虫・殺菌剤」に該当する項目は９月に検査を行う。

・ 採水対象箇所は、周囲に田がある５号水源、９号水源、１２号水源、１３号水源とする。

番号 水質基準項目 下限値 単位 備　　考
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別図 1 野々市市水道事業水質検査実施箇所図 

 


